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諮 問 の 概 要 

 

 

○ 工業統計調査（基幹統計）の指定の変更 

「工業統計調査」は、現在、基幹統計調査の名称であると同時に、基幹統計の名称でもあ

るが、新統計法では、統計とそれを作成する手段である統計調査とを概念上区分しており、

基幹統計の名称を基幹統計調査の名称と同一にしておくことは適当でない。この点を踏まえ、

基幹統計調査である工業統計調査には変更はないが、この結果によって作成される基幹統計

の名称を「工業統計調査」から適切な名称（案：「工業統計」）に変更する。 
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